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テーマ 指摘内容 ２年度予算への反映等 事業名 府省庁 会計
 元年度

当初予算額

 ２年度
概算要求額

（①）

２年度
当初予算額

（②）

 （②－①）
③

 秋のレビュー
に基づく反映額

（試算）

 元年度
補正予算額

出口一体型地方創生人材養成
システム構築事業

文部科学省 一般会計 - 25 - ▲ 25 ▲ 25 -

人文・社会科学系大学院リカレン
ト機能高度化プログラム

文部科学省 一般会計 - 3 - ▲ 3 ▲ 3 -

専修学校リカレント教育総合推
進プロジェクト

文部科学省 一般会計 3 4.5 4.2 ▲ 0.3 ▲ 0.3 -

リカレント・ファシリテート人材育
成システム構築事業

文部科学省 一般会計 - 4 - ▲ 4 ▲ 4 -

大学等におけるリカレント講座の
持続可能な運営モデル構築

文部科学省 一般会計 - 0.6 0.2 ▲ 0.5 ▲ 0.5 -

社会人の学びの情報アクセス改
善に向けた実践研究

文部科学省 一般会計 0.2 0.3 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 -

基金

●異常補てん積立基金について、近年の発動状況や供給安定のために他の施策も行われてい
ることに鑑みれば、将来の必要見込額算定に当たり、本基金で備えるべき損失の範囲や異常補
填発動時の価格動向、国産飼料の供給動向や金融市場の動向も踏まえつつ、現実の契約数量
に基づき精度の高い事業見込みを検討したうえで、保有額や保有割合の適正性を精査すべきで
ある。

●精査の結果、余剰資金が生じる場合には、余剰資金は国庫返納すべきである。

●本基金のみならず、公益法人等に造成された全ての基金について、事業見込みが適切に精
査されているか、資金が安全かつ効率的に運用されるような保有方法となっているか、管理費の
支出は効率的、効果的になされているか等の観点から、早急に再点検を実施し、余剰資金につ
いて国庫返納すべきである。

●異常補てん基金は、飼料穀物の国際相場や為替相場の急激な
変動に対応するセーフティネットとして、過去の発動実績踏まえ、
保有割合の事業見込を決定してきたところ。

●秋のレビューにおける「より精度の高い事業見込について早急
に再点検を実施し、余剰資金について国庫返納が必要」との指摘
を踏まえ、関係者の意見も聞きつつ事業見込みについて精査する
こととする。
　なお令和元年度補正、及び２年度当初予算において、当基金を
造成するための予算は要求されていないため、反映額はないが、
事業見込を精査した上で、不用額があれば国庫納付を行う。

異常補てん積立基金 農林水産省 一般会計 - - - - - -

令和元年秋の年次公開検証等の令和２年度予算への反映等

●「出口一体型地方創生人材養成システム構築事業」について
は、各高等教育機関が現状果たせる役割が不明確であり社会等
のニーズの把握や他省庁の類似の既存事業との関連性について
の分析が不十分であるなど制度設計に議論の余地があるほか、
授業料負担など費用負担の在り方の検証を含め、政策誘導の方
法の検討が不十分であり、補助金という形で国費を投入し支援す
る必要性が乏しいことから、認めないこととした。

●「人文・社会科学系大学院リカレント機能高度化プログラム」に
ついては、各高等教育機関が現状果たせる役割が十分に検証さ
れておらず不明確であり、企業や地域といった社会のニーズがど
こにあるのかについて関係者と十分に議論を尽くし把握した上で
の制度設計となっていないほか、政策誘導の方法の検討が不十
分であり、補助金という形で国費を投入し支援する必要性が乏し
いことから、認めないこととした。

●「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」について、昨年
度からの継続事業である「分野横断型リカレント教育プログラム開
発」や「ｅラーニングを活用した講座開設手法の実証」について
は、継続して実施していくこととし、新規要求事業の「就職氷河期
世代のキャリアアップを目的とした講座の開設」については、実施
箇所数を縮小したうえで措置することとした。

●「リカレント・ファシリテート人材育成システム構築事業」につい
ては、各高等教育機関が現状果たせる役割が十分に検証されて
おらず不明確であり、企業や地域といった社会のニーズがどこに
あるのかについて関係者と十分に議論を尽くし把握した上での制
度設計となっていないほか、政策誘導の方法の検討が不十分で
あり、補助金という形で国費を投入して支援する必要性が乏しい
ことから、認めないこととした。

●「大学等におけるリカレント講座の持続可能な運営モデル構築」
については、企業や地域といった社会のニーズを把握するための
調査経費について、真に必要な経費に限って措置することとした。

●「社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究」につい
て、情報発信ポータルサイトの運営やポータルサイトを活用した実
証実験の実施といった社会のニーズを把握するための調査経費
について、真に必要な経費に限って措置することとした。

●リカレント教育において高等教育機関に期待される役割と、各高等教育機関が現状果たせる
役割とが十分に検証されておらず不明確であり、また、企業や地域といった社会のニーズがどこ
にあるのかについて関係者と十分に議論を尽くし把握した上での制度設計となっていない。

●厚生労働省の所管事業をはじめ、類似する既存事業での取組内容や成果についてよく分析
し、活用可能な取組内容や成果を本事業のスキームにビルトインするなど、事業及び予算の重
複を排除してより実効性の高いものとなるよう、何が真に必要なのか見極めるなど取組の手順も
含め抜本的に見直すべきである。

●政策誘導の方法として、必ずしも各大学等に対しての補助金による方法によらずとも、各地域
での先行する地域再生の取組を含めた既存スキームの活用や、授業料負担や企業側の負担な
ど本来誰が費用を負担すべきなのかといった費用負担のあり方の検証も含め、政策誘導の方
法を工夫するべきである。別途の政策的後押し（教育訓練給付受給者の倍増等（厚生労働省））
もある中、大学等におけるリカレント教育プログラムの開発や学内人材育成については、そもそ
も大学等自らが、地域社会でのニーズや各学校の特色に応じて魅力的な教育プログラムを開
発・実施し、授業料収入を得て運営すればよく、国費まで投入して支援する必要性について精査
が必要である。

●KPI「大学・専門学校等での社会人受講者数を2022年度までに100万人とする。」（成長戦略
2019）と各事業との関係を明らかにするとともに、これに限らず、アウトカム指標やアウトプット指
標について、事業の達成状況をより把握できるものとなるよう工夫するべきである。

学校での社会人再教育（リカレント教育）への支援
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テーマ 指摘内容 ２年度予算への反映等 事業名 府省庁 会計
 元年度

当初予算額

 ２年度
概算要求額

（①）

２年度
当初予算額

（②）

 （②－①）
③

 秋のレビュー
に基づく反映額

（試算）

 元年度
補正予算額

民間資金等活用事業調査等に
必要な経費

内閣府 一般会計 2 2 2 ▲ 0.4 - 2

水道施設強靱化推進事業費 厚生労働省 一般会計 0.06 0.06 0.06 - - -

水道行政強化拡充費 厚生労働省 一般会計 0.05 0.05 0.05 - - -

給水装置データベース事業促進
費

厚生労働省 一般会計 0.06 0.06 0.06 - - -

水道施設整備事業調査費（水道
施設整備事業調査諸費含む）

厚生労働省 一般会計 0.3 0.3 0.3 - - -

水道施設等整備費（水道施設災
害復旧費補助含む）

厚生労働省 一般会計 556 548 502 ▲ 46 - 287

官民連携等基盤強化支援事業 厚生労働省 一般会計 0.1 0.1 0.1 - - -

水道の基盤強化方策推進事業 厚生労働省 一般会計 0.05 0.05 0.05 - - -

水道水質管理向上対策費 厚生労働省 一般会計 - 0.04 0.04 - - -

災害時初動対応支援体制強化
事業費

厚生労働省 一般会計 - 0.03 0.03 - - -

革新的ICTスタートアップ支援

●ベンチャー企業やベンチャーキャピタルは本来自らリスクをとるべきであり、ベンチャーキャピ
タルは目利きとしての役割を果たさなければならない。国費の投入には公共の利益、資金調達
において市場の機能が十分に働かないなど、相当程度の理由が必要であり、厳に慎重な判断
が求められる。

●上記に加え、本事業は経済産業省・総務省の既存の事業との重複・類似性が見られることか
ら、改めて新規に本事業を立ち上げる根拠は乏しい。

●研究開発の事業化について、総務省は自前で事業を実施するよりも、一本化を含めて、経済
産業省を含む関係省庁との連携を強化していくという方向で、今後見直していくべきである。

●行政事業レビューの指摘を踏まえ、補助事業の実施は見送り。
諸外国の政策動向等に関する調査研究に要する経費のみを措置
する。

研究開発型ICTスタートアップ支
援プログラム

総務省 一般会計 - 4 0.5 ▲ 3 ▲ 3 -

ロボット介護機器等福祉用具開
発標準化事業

経済産業省 一般会計 14 14 11 ▲ 3 - -

革新的ロボット研究開発等基盤
構築事業

経済産業省 一般会計 - 6 4 ▲ 3 - -

水道事業のＰＦＩの推進

●水道事業の持続性の確保・効率化のため、水道のＰＰＰ／ＰＦＩ・コンセッションを推進していく
べきであり、そのための環境整備が求められる。

●水道の広域化・共同化は、コンセッションを進める上での前提条件であり、今後、積極的に推
進していく必要がある。このため、都道府県における「水道広域化推進プラン」の作成について、
一層進めていくことと、自治体の手本となる優良事例・成功事例を構築すべきである。

●事業の効率化に向けて、受益者負担原則の下、自治体及び住民の方々が正しいコスト意識
を持っていただくとともに、共同発注や共同事業を含めて、多様な広域化の検討を国が後押しす
べきである。

●自治体がコンセッション導入や広域化を行うに際しては、関係府省が連帯して、積極的に支援
していくべきである。

●既存の地域プラットフォームの効果を検証するとともに、地元金融機関の積極的な関与を含
め、より効果の高い枠組み作りを進めていくべきではないか。

●現在起こっている水道管の破裂等のエビデンスに基づいて、水道事業の現状を国民・住民に
積極的に正しく伝えていく一層の努力が必要ではないか。

●都道府県及び水道事業者等に対し、広域化等を積極的に推進
させるため、補助メニューの拡充を行った。

●課題解決型福祉用具実用化開発支援事業については、採択案
件のテーマ内容を精査し、採択件数を重点化。

●革新的ロボット研究開発等基盤構築事業については、新規採
択案件の必要性を精査し、採択件数を重点化。今後は、民間企
業の便益を踏まえ、民間企業が負担する賦課金について検討。

●「ロボット介護機器等福祉用具開発標準化事業」のうち、課題解決型福祉用具実用化開発支
援事業については、事業目的である「福祉用具産業の競争力の強化」や「高齢者や障害者、介
護者の福祉の増進」の達成状況について把握可能となるアウトカムを設定すべきである。また、
ロジックモデルにおける事業全体のインパクトとなる「介護需給ギャップ解消」や「海外市場にお
ける事業拡大」について、アウトカムとの因果関係を明確にすべきである。さらに、事業選定や中
間評価の際には、技術性を判断する専門家だけでなく､事業性・市場性も評価できる専門家も置
くべきである。

●「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」については、ロジックモデルにおいて個々のアウト
カムを設定したうえで、中間目標年度及び目標値を設定すべきであり、毎年度ごとの進捗状況
が把握可能となるよう設定すべきである。また、民間企業が負担する賦課金については、最終的
な民間企業の便益を踏まえて、見直しを検討すべきである。

●両事業について、アウトカムが本事業以外の事業と併せて達成されるのであれば、本事業に
よる寄与度を明確にすべきである。

ロボット開発支援
（介護分野等）
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テーマ 指摘内容 ２年度予算への反映等 事業名 府省庁 会計
 元年度

当初予算額

 ２年度
概算要求額

（①）

２年度
当初予算額

（②）

 （②－①）
③

 秋のレビュー
に基づく反映額

（試算）

 元年度
補正予算額

地方創生推進交付金 内閣府 一般会計
1,001

の内数
1,200

の内数
1,000

の内数
▲200

の内数
- 600

広域周遊観光促進のための観光地
域支援事業

国土交通省 一般会計 14 14 8 ▲ 6 ▲ 5 -

世界水準のＤＭＯ形成促進事業 国土交通省 一般会計 11 - 7 ＋ 7 - -

国際観光旅客税を活用したより
高次元な観光施策の展開

国土交通省 一般会計 -
520

の内数
540

の内数
20

の内数
- -

農山漁村の活性化支援

●人口の減少・高齢化の著しい農山漁村コミュニティの持続性の確保・発展は国民共通の政策
課題である。

●本事業は、消費者の農山漁村コミュニティへの関心の高まり等を背景に、地域の強みを活か
した今後の方向性の策定と合意から、消費者と生産者の交流や移住・定住等の促進を通じて、
農山漁村コミュニティの自立、維持発展を図るものであり、重要な政策課題に取り組む事業であ
る。具体的には、コミュニティでの合意形成から実行段階まで、それぞれのフェーズや選択に応
じて、具体的な６つの対策に取り組んでおり、これらは、コミュニティに対し、今後向かうべき方向
性の選択を示し、インセンティブとしても寄与している。

●今回のレビューのプロセスを通じて、ロジックモデルを活用し、６つの対策がいかなる効果を具
体的に発揮しているのか、検討を重ねてきた。農林水産省から示されたように、具体的な把握は
これからであり、ロジックモデルの整合性にもまだ課題は残るが、それぞれの対策と目標の論理
的整合性についての改善の方向性は見えてきている。今後は、これまでの検討を活かし、個々
の対策がいかに目標に寄与しているのかが明らかになるよう、論理的関連性を意識しつつ、ア
ウトカムを段階的に設定するなど改善を行うべきである。

●特に、アウトカムの段階的な設定においては、本事業が、農山漁村の自立・発展に至るプロセ
スへの貢献を検証するため、事業の前後での当該地域における所得や雇用の変化やコミュニ
ティ存続への意欲等、定点的にデータを把握するように努めるとともに、長期アウトカムや社会イ
ンパクトについても、事業の目的にある「所得の向上」や「雇用の拡大」等への寄与を定量的に
測るものへと可能な限り見直すべきである。

●なお、これまでの事業において不用や繰越しが多数生じていることに鑑み、事業の利用動向
等の把握・分析に努めるとともに、また、農山漁村コミュニティの今後の変化に応じて、ターゲット
を明確化し、対策メニューや事業対象地域の重点化や見直し等、事業のあり方を随時見直して
いくべきである。

●当該交付金は、農山漁村における所得の向上や雇用の拡大に
結びつける取組を「普及啓発」、「交流」、「定住促進」のメニューに
分けて、行ってきたところ。

●秋のレビューにおける、「個々の対策がいかに目標に寄与して
いるのかが明らかになるよう、論理的関連性を意識しつつ、アウト
カムを段階的に設定するなど改善を行うべき」との指摘を踏まえ、
交付金の構成を見直し、各対策について、コミュニティでの合意形
成段階から実行段階までそれぞれの発展段階に応じた形に整理
したところ。また、各対策の成果をより適切に把握、評価できるよう
段階的なアウトカムの設定を令和２年３月までに行う。

●「対策メニューや事業対象地域の重点化や見直し等、事業の在
り方を随時見直すべき」との指摘については、中山間地域に特化
した対策を創設するなど条件不利地域への重点化を実施すること
とした。

農山漁村振興交付金 農林水産省 一般会計 98 100 98 ▲ 2 - -

地域の公共交通の確保に向けた支援

●日本全体の人口減少が進み、かつ地方から都市部への人口の流入が続いているなか、地方
のバス路線は赤字路線が拡大しており、今後の地方交通の在り方について、バス路線のみなら
ず生活者の足の確保の観点で、抜本的な改善策を早急に検討する必要がある。その際、地域
の実情に応じてオンデマンド型の自家用有償旅客運送などへの転換をしやすくするなどの方策
を検討する必要がある。

●これまでの補助の仕組みでは赤字路線の拡大に歯止めをかけられていない。そのことを踏ま
え、バス事業者の業務連携、バス会社間の提携・合併等のスケールメリットによる合理化、バス
に貨物を乗せる貨客混載など、バス事業者の収支改善の取組を効果的に促すような仕組みに
補助制度を見直すべきである。

●また、現行の制度が、地方の公共交通の現状に即したものとなっているのか検証し、病院や
企業など既存の民間事業者が所有するバスなどとの連携をはじめとしたシェアリングエコノミー
などを行うことで、将来にわたって地域公共交通を維持するための方策を検討すべきである。

●乗合バス等の運行費補助については、更に効果的・効率的に
実施するため、地域公共交通活性化再生法に基づくマスタープラ
ン（地域公共交通計画（仮称））と連動化する仕組みを導入。
また、地方公共団体や事業者に対し、デマンド型乗合タクシー、自
家用有償旅客運送等への転換によるダウンサイジング、貨客混
載の取組を効果的に促し、収支改善を図る。

地域公共交通確保維持改善事
業

国土交通省 一般会計 220 264 204 ▲ 60 ▲ 13 48

地方の創生
（総論及び観光・インバウンド中心に）

●地方創生推進交付金については、地域再生のための重要なツールであるが、事業の採択・執
行にあたっては、施策の目的に沿って効果的、かつ交付期間終了後の自走・自立を見据えたう
えで、単年度の短期的な検証ではなく、複数年度にわたる中長期的アウトカムの厳格な検証等
を行うとともに、KPI設定の優良事例の紹介など、評価の適正性を評価する観点が必要である。
また、第一次総合戦略の仕組み自体の総括や交付金事業自体の効果測定も更に厳格に行って
いく必要がある。

●ＤＭＯ創設が目的となっており、効果が不明確で検証もできていない。今後は、ＤＭＯを増やす
ことではなく、メリハリをつけた支援が必要である。また、調査業務や海外への情報発信は原則Ｊ
ＮＴＯに一元化するなどし、ＤＭＯへの支援事業については、コンテンツ開発や受入環境の整備
等の着地整備を最優先にするなど、既存組織では行っていなかったことに取り組むべきである。

●世界水準のＤＭＯを目指すには、地域の主体的な参画を確保するとともに、外部専門人材の
登用については、観光振興のために推進すべきものであるが、人材の多様化に資するよう、多
様な業種から、観光振興に具体的な実績を持った者が登用されるように仕組みを構築すべきで
ある。

●地方創生推進交付金について、以下のとおり行うこととする。
・効果的な事業の採択については、自立性やKPIの実績等を踏ま
えた、より厳格な審査を実施。
・中長期的な検証については、従来実施している事業期間中の交
付金活用事業の効果検証に加え、事業期間終了後の交付金活
用事業のフォローアップのあり方を「地方創生推進交付金事業及
び地方創生拠点整備交付金事業の効果検証に関する調査検討
委員会」（以下、効果検証委員会という。）において検討。
・事業の評価の適正性の検証については、ガイドラインにおいて
事業類型ごとの代表的なKPI設定の例示等、記載を拡充させる方
向で、効果検証委員会において検討。
・第１期総合戦略の仕組み自体の総括については、「第１期「ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」に関する検証会」等において実施
済み。
・交付金事業の効果測定については、これまでも、効果検証委員
会において、KPIの達成状況や経済波及効果等を算出していたと
ころだが、より適切な算出方法等を効果検証委員会において検
討。

●「広域周遊観光促進のための観光地域支援事業」の補助対象
者について、「日本版DMO候補法人及び民間事業者」を対象から
外し、「日本版DMO法人及び地方自治体」に限定する。
また、コンテンツ開発や受入環境整備等の着地整備を優先的に
支援するため、調査業務や海外への情報発信に充てられる割合
を支援額の３割以下に限定する。

●外部専門人材の登用については、人材の多様化を進めるた
め、人材リストを作成し、マッチングの仕組みを導入。
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テーマ 指摘内容 ２年度予算への反映等 事業名 府省庁 会計
 元年度

当初予算額

 ２年度
概算要求額

（①）

２年度
当初予算額

（②）

 （②－①）
③

 秋のレビュー
に基づく反映額

（試算）

 元年度
補正予算額

地球温暖化対策
（地方公共団体の率先的取組支援）

●CO2削減に関する全体目標における本事業の位置づけと想定される貢献度（目標）を明確に
する必要がある。そのためには、効果算出における比較対象の丁寧な検討、設備導入の前倒し
による効果の測定、補助対象となる地方公共団体の規模による効果比較、横展開による実質的
効果などを通じた多面的・複層的な因果関係の提示が求められる。それをもとに、段階的な目標
設定とそれに向けた合理的な事業選択を行い、実施過程と効果測定を、横展開を含め、明確に
しながら実施すべきである。

●ただし、温暖化対策の推進が義務付けられている地方公共団体は、庁舎整備計画等と連携し
た実効的なCO2削減計画の策定とその実施に自立的かつ積極的に取り組むべきであり、その実
施を確実にしていくために、官民問わず効果的な取り組みの情報共有を推進するとともに、CO2
削減に関する責任を明確化する新たな仕組みを検討し、同時に本事業のあり方をその必要性
の有無も含め抜本的に見直す必要がある。

●また、国際的な公約の実行という観点に立つと、個別事業の積み上げを合算していく現在の
方法ではなく、全体目標を達成するために、費用対効果や規模からみて社会全体のなかでもっ
とも効果的な取り組みに対し、省庁・部門の枠を越えて資源配分を強化するという俯瞰的・戦略
的な手法が必要である。

●地方公共団体において自立的かつ積極的に取り組む必要性等
を踏まえ、継続事業分の予算額のみを計上し、新規事業について
は計上しないこととした。

地方公共団体カーボン・マネジメ
ント強化事業

環境省
エネルギー対策

特別会計 52 52 47 ▲ 5 ▲ 5 -

物流分野におけるCO2削減対策
促進事業

環境省
エネルギー対策

特別会計 10 33 8 ▲ 26 ▲ 26 -

ICT活用による特殊自動車の省
エネルギー補助事業

環境省
エネルギー対策

特別会計 - 15 - ▲ 15 ▲ 15 -

肝炎患者等支援対策事業費 厚生労働省 一般会計 5 5 5 - - -

肝炎ウイルス検査等事業費（肝
炎患者等の重症化予防推進事
業）

厚生労働省 一般会計 21 21 21 - - -

肝炎総合対策費 厚生労働省 一般会計 3 3 3 - - -

健康増進事業（健康診査等）（う
ち肝炎ウイルス検診）

厚生労働省 一般会計 19 19 19 - - -

地球温暖化対策
（物流分野、建設車両分野）

●CO2削減に関する全体目標における本事業の位置づけと想定される貢献度（目標）をより明
確にする必要がある。そのためには、効果の算出についてはコストの範囲を適切に含めた比較
対象の丁寧な検討や買い替えの前倒し効果の適切な定量分析、波及効果（横展開や価格低減
効果）については実現過程の分析が必要である。その上で、当事業における因果関係を多面
的・複合的に示し、段階的な目標の設定やそのための事業のあり方を見直すべきである。

●ただし、本事業が民間の資産取得への補助であることの是非の問題、人手不足対策、防災・
国土強靭化、中小企業対策、といったCO2削減対策以外における効果があるという点、さらに事
業者側の中長期的なメリットを踏まえると、対象事業は補助金なしでの自立的な普及を期待すべ
きものであるとともに、規制もしくは公共事業等での優遇など他の政策・手段による普及支援も
可能であり、本事業の考え方・あり方を抜本的に見直す必要がある。

●また、国際的な公約の実行という観点に立つと、個別事業の積み上げを合算していく現在の
方法ではなく、全体目標を達成するために、費用対効果や規模からみて社会全体のなかでもっ
とも効果的な取り組みに対し、省庁・部門の枠を越えて資源配分を強化するという俯瞰的・戦略
的な手法が必要である。

●「物流分野におけるCO2削減対策促進事業」については
補助金なしでの自立的な普及の可能性等を踏まえ、補助対象の
絞り込み及び補助率の見直し等を行った。

●「ICT活用による特殊自動車の省エネルギー補助事業」につい
ては、他の政策・手段による普及支援が可能であること等を踏ま
え、予算額を計上しないこととした。

●令和２年度においては、補助メニューの有効性・効率性を検証
し、それを踏まえ、補助メニューの見直しを検討する。

●事業効果を検証する仕組みについて、次期肝炎対策基本指針
に反映する方向で検討する。

●肝炎対策基本指針を基に実施される肝炎総合対策は、早期発見・早期治療により重症化を
防ぐためには、非常に重要なものである。事業を効果的・効率的に行うに当たり、まずは、受検、
受診、受療、フォローアップ等の各ステップにおいて、性別、世代別、地域別、雇用形態別等の
受検者・未受検者の状況、陽性判明者の受療状況をはじめとした現状を正確に把握するよう努
めるとともに、対応が必要となる対象を明確化したうえで有効な手段を用いた対策となっている
か見直し等を検討すべきである。例えば、雇用されている者はウイルス検査を伴う健康診断が
可能であることから、保険者を通じた受検状況の調査等、最も簡素かつ有効な手段を検討すべ
きである。

●広報については、現状把握に伴い、対応が必要となる対象の明確化を受けて有効な手法と
なっているか見直しに向けた検討を行うとともに、普及啓発効果の適切な把握や市町村等の他
の広報主体による事業との重複にも留意すべきである。

●検査結果が陽性の者や経過観察を要する者は、その後の適切な受診・受療が重症化予防に
向けて重要であるところ、地域でのフォローアップ、相談体制が有効に機能しているか検証する
必要がある。例えば、肝炎医療コーディネーターについては、期待される効果に繋がっているか
等を検証し、それらの結果を踏まえ、必要に応じて活用方策等の見直しを検討すべきである。

●上記見直しに当たっては、地域の取組状況をはじめとする地域差の要因等も分析することに
より、都道府県等に対する補助メニューの見直しを含め、肝炎対策関連予算の中での予算配分
の見直しも検討したうえで、各施策の成果を適切に測ることが出来るようなアウトカムを追加し、
事業効果を検証する仕組みとすべきである。その際、改善が図れるものは速やかに改善すると
ともに、検討・調整に時間を要するものがある場合には、令和３年度における次期肝炎対策基本
指針改定に向けて検討を進めるべきである。

保健衛生
（肝炎ウイルス対策）
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テーマ 指摘内容 ２年度予算への反映等 事業名 府省庁 会計
 元年度

当初予算額

 ２年度
概算要求額

（①）

２年度
当初予算額

（②）

 （②－①）
③

 秋のレビュー
に基づく反映額

（試算）

 元年度
補正予算額

新卒者等に対する就職支援 厚生労働省
一般会計、

労働保険特別会計 84 92 87 ▲ 4 ▲ 4 -

若年者地域連携事業 厚生労働省 労働保険特別会計 12 12 12 - - -

フリーター等支援事業 厚生労働省 労働保険特別会計 32 32 30 ▲ 2 ▲ 1 -

海外に向けた日本文化の発信
（国際交流基金運営費交付金）

●第４期中期計画において、文化芸術交流事業を通して、「文化や言語の違いを超えた親近感
や共感を醸成し、海外における対日関心の喚起と日本理解の促進に寄与する」こと等を目的と
しているが、文化芸術交流事業のうち毎年継続的に実施している事業（造形美術、舞台芸術、出
版、映像、放送コンテンツ）については、中期目標に到達するための段階的な個別分野ごとの適
切なアウトカム指標へ改善すべきである。

●その際、事業実施前後の国・地域との関係性の変化を含めた地域の状況をよく分析し、これ
を踏まえた戦略的な事業の実施となるよう指標を設定すべきである。対象地域に対する効果を
定量的に測る指標の設定が困難な場合には、定性的な指標と評価システムの適切な運営を通
じて、事業の妥当性を適切に説明できるよう客観性を担保するべきである。

●事業実施後の評価プロセスにおいて、実績と課題の適切な把握に努めるとともに、これらを次
年度以降の事業に確実に反映し、事業の着実な改善につなげるべきである。その際、限られた
予算と人的リソースの中で効率的かつ正確にデータ収集を行うため、事務的負担の軽減も考慮
した上で、国・地域の状況に合わせた形で時代に則した方法を検討すべきである。

●なお、文化芸術交流の裾野を広げるためにも、例えば映画祭で、集客力のあるコンテンツにつ
いては相応の自己負担を求めるなど、いずれは民間主体の取組に繋げていくことを目標設定の
際の視点に加えるとともに、実際に現地側のリソース等により事業の展開が可能な国・地域につ
いては、基金で事業を実施するべきか改めて検討し、民間主体による実施も含めた次のステー
ジへ移行することを検討すべきである。

●段階的・分野ごとの適切なアウトカム指標を設定することや、透
明性・客観性に配慮した評価システムを構築することについて、事
業の改善に向けた検討を進める。

独立行政法人国際交流基金運
営費交付金（うち文化芸術交流
事業）

外務省 一般会計 133 161 127 ▲ 34 - 31

JAPANブランド育成支援等事業 経済産業省 一般会計 24 21 10 ▲ 11 ▲ 5 -

現地進出支援強化事業 経済産業省 一般会計 - 19 14 ▲ 5 - -

●これまでの中小企業の海外展開事業の成果を整理・検証し、今後の取り組むべき地域や分野
等に係る戦略を策定し経済産業省の果たすべき役割や事業対象等を明確にする必要がある。

●ロジックモデルにおける当該事業のアウトカムについて、現状の指標に加え支援対象となった
企業の付加価値が支援後にどう増加したかを指標として追加する等、アウトカムを精緻にすべき
である。

●現地進出支援強化事業における海外見本市事業について、成約件数や成約金額については
検証されているが、見本市終了後の3年後・5年後等に当該国への展開が継続されているかどう
かをフォローアップし、事業効果を検証する必要がある。

●なお、過去にＪＥＴＲＯで海外コーディネーターを廃止した経緯を踏まえ、廃止したものがほぼ
そのまま復活するようなことがないようにすべきであり、ＪＥＴＲＯの運営費交付金や自己資金の
枠内で行う本来業務と補助金で行う業務との関係を含めて、ＪＥＴＲＯの役割について精査すべ
きである。

●これまでの中小企業の海外展開事業の成果を整理し、重点化
すべき分野、業種、エリア等を検討した上で、予算事業を実施する
よう見直しを図ることとしている。

●ＪＥＴＲＯの運営費交付金や自己資金の枠内で行う本来業務と
補助金で行う業務との関係を検証した結果、JETROが海外情報を
国内企業に提供する海外ニーズ発掘型マッチング事業について
は認めないこととした。

中小企業の海外販路開拓支援
（JAPANブランド育成・現地進出支援強化事業）

新卒・若者向け就業支援

●リーマンショック後と比べ就業率・失業率等の雇用環境は大幅に改善しており、また、就職氷
河期世代への重点支援が開始される昨今の状況変化を踏まえれば、これらの事業について全
体的な見直しを加えるべき時期にあると考えられる。各事業の位置付けや対象者、支援内容等
にあらためて整理すべき点がないかを検討し、必要に応じた見直しを実施した上で、各事業が有
機的に連携し効果的な事業となるよう改善を図るべきである。なお、各事業の直接的な効果を測
定できるアウトカム目標を設定し、適切な成果が得られているか検証できるようにすべきである。

●「新卒応援ハローワーク」や「わかものハローワーク」等について、各施設当たりの支援件数等
の設置効果などを改めて分析し、インターネットやSNSの活用による合理化の視点等を踏まえつ
つ、必要に応じて設置数の縮小や統合、ハローワーク本体への吸収等による合理化を検討し、
計画的に実行すべきである。

●その際、新卒応援ハローワークの学卒ジョブサポーター及びわかものハローワークの就職支
援ナビゲーターについては、求められるスキルに共通性が高いと見込まれることから、ハロー
ワーク本体における氷河期世代支援を含め、支援対象者に関係なくいずれの支援業務も遂行で
きる者として採用する仕組みとする等の合理化を進められるよう検討すべきである。併せて、適
正配置を進めるため、それぞれの地域における学卒ジョブサポーターや就職支援ナビゲーター
の人数や各種の実績を把握できるよう運用改善を検討すべきである。また、新卒者が増えてい
る中においても新卒応援ハローワークの利用者数が減少していることや高い新卒者の就職率を
踏まえ、学卒ジョブサポーターに関する業務に割り当てるべき人員数の見直しを検討すべきであ
る。なお、これらの見直しを行うことにより、限られた人的資源や財源を就職氷河期世代の支援
等へ有効活用すべきである。

●新たに就職支援ナビゲーター（学卒・若者支援分）を創設し、支
援対象に関係なくいずれの支援業務にも対応する体制を構築し、
足元の良好な雇用情勢も踏まえつつ、配置する人員数を合理化。
（既存人員も振り替えて重点化）

●加えて、効率化減した人員（95人分）を就職氷河期世代への支
援体制強化へ振替措置し重点化を図る。
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テーマ 指摘内容 ２年度予算への反映等 事業名 府省庁 会計
 元年度

当初予算額

 ２年度
概算要求額

（①）

２年度
当初予算額

（②）

 （②－①）
③

 秋のレビュー
に基づく反映額

（試算）

 元年度
補正予算額

「地域経済循環の創造」の推進
に要する経費のうち、関係人口
創出・拡大事業

総務省 一般会計 5 8 2 ▲ 6 ▲ 6 -

圏域における広域連携の推進等
に要する経費

総務省 一般会計 2 2 1 ▲ 1 ▲ 1 -

その他

●ローカル10000プロジェクト事業は、地域密着型事業の立ち上げを支援するため、地方公共団
体が、地域金融機関の融資と協調して当該事業の初期投資費用を助成する場合、その助成に
要する経費の一部を交付するもの。平成24年度より実施。

●本事業は平成24年度からすでに多くのプロジェクト（累計377件、308億円）が採択されている。
平成27年度秋の年次公開検証の後、高い新規性・モデル性を交付要件とするなどの制度改正
が行われたが、現在のところ、事業の最終的な成果目標や終了年度が決まっていない。さらに、
地域経済に裨益する事業であるにもかかわらず、重点支援との名目で地方負担ゼロになる仕組
みも存在。現行制度となった平成28年度以降、平成30年度まで事業の執行率は３割程度と低水
準で推移しており、早急に本事業の波及効果を検証し、事業のあり方及び出口戦略について精
査すべきである。

●現行制度となった平成28年度以降、平成30年度まで事業の執
行率が低水準で推移していることから、執行実績等を反映。

●事業の波及効果等については、総務省の検討を踏まえ、引き
続き議論。

「地域経済循環の創造」の推進
に要する経費のうち、ローカル
10000プロジェクト

総務省 一般会計
10

の内数
14

の内数
9

の内数
▲5

の内数
▲ 2 -

国立研究開発法人宇宙航空研
究開発機構運営費交付金に必
要な経費

文部科学省 一般会計 1,159 1,496 1,184 ▲ 311 193

国際宇宙ステーション開発に必
要な経費

文部科学省 一般会計 286 350 260 ▲ 90 57

▲ 311

地方の創生
（地域と関わる「関係人口」の創出拡大等）

●人口減少社会における地域づくりの担い手確保及び行政サービスの維持という政策テーマは
重要ではあるが、両事業の予算の使われ方については大いに問題がある。各制度所管官庁が
様々な事業に取り組んでいる中、地方公共団体の便益となる課題について、総務省が独自に全
額国費の委託事業を行う妥当性は乏しく、本事業のあり方について、抜本的に見直す必要があ
る。

●特に、関係人口創出・拡大事業において、ふるさと納税の寄付の募集や返礼品、イベント参加
者の飲食費・交通費・宿泊費等の費用を国費で持つ件、また、広報用のホームページの作成
等、国の事業として適当と言えない事案が含まれている恐れがあり問題である。

●仮にモデル事業として継続するのであれば、国費の使途の厳格化や透明性の確保が必要で
あり、両事業とも既に相当数の事例を積み重ねていることから、１年から２年程度で円滑に事業
終了すべく、出口戦略を明確化するとともに、採択件数や実施分野を厳に絞り込むべきである。
また、これまでの事例の横展開状況の把握、専門家による事業効果の検証・公表も必要であ
る。

●行政事業レビューの指摘を踏まえ、取組分野や委託対象経費
を重点化。

その他

●運営費交付金の全体について成果の最大化を図りつつ、執行の効率化を図る観点から、以
下の取り組みを進める必要がある。

●宇宙分野の研究開発については、厳しい財政制約を踏まえ、民間を含む外部からのリソース
（資金、マンパワー等）も活用しつつ、効果的・効率的に進めていく共同研究開発を一層推進す
るべきである。その際、自己収入増加の促進について掲げたＪＡＸＡの中長期目標における取組
状況を適切に把握する観点から、各年度ごとに民間を含む外部からの収入に関する取組目標
（例：受入総額、運営費交付金に対する比率等）を設定するなど、取組状況の「見える化」を推進
するべきである。

●航空科学技術の研究開発については、開発の目的・効果に着目して官民の役割分担とそれ
に応じた負担を再整理し、民間資金をより一層活用しつつ研究開発を推進するべきである。

●関連して、国際宇宙ステーション開発に必要な経費については、ゲートウェイ構想が実施段階
を迎えるにあたって、速やかに国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の役割を再整理すると
ともに、「きぼう」の民間開放を一層推進し、有償利用の受託研究等を拡大することでより効果的
で生産的な研究開発としつつ、自己収入の確保に努めていくべきである。

●宇宙分野の研究開発について、民間との共同研究開発及び外
部資金獲得の促進に向けては、ＪＡＸＡと非宇宙分野を含む民間
企業との共創による新たな事業創出等の取組（Ｊ－ＳＰＡＲＣ）等
の更なる充実や、宇宙探査をテーマとした宇宙開発利用の拡大と
地上産業における事業化を目指す取組（宇宙探査イノベーション
ハブ）の宇宙探査以外の分野への適用等について、令和元年度
中に具体的検討を進め、令和２年度から取組を開始する。これら
の取組の他、宇宙分野の研究開発について、成果の最大化等に
資する外部資金活用促進施策等を引き続き検討する。

●自己収入増加に係る取組状況の「見える化」に向けては、外部
資金等の獲得状況について、令和２年度作成予定の業務実績等
報告書において詳細を記述することで「見える化」した上で、次年
度に向けてＰＤＣＡを回しながら、適時適切な目標設定を行いつ
つ、その拡大を図っていく。

●航空科学技術の研究開発において、官民の役割分担等につい
ては、研究開発段階等を考慮した官民の役割分担等の在り方を
令和２年度の年度計画に明記する。

●国際宇宙ステーション開発に必要な経費について、「きぼう」の
民間開放の一層の推進及び有償利用の受託研究等の拡大に向
けては、既に超小型衛星放出サービス等で実施済みの民間企業
への事業開放の他の事業への拡大や、ＪＡＸＡと非宇宙分野を含
む民間企業との共創による新たな事業創出等の取組（Ｊ－ＳＰＡＲ
Ｃ）の更なる充実を令和２年度も引き続き図っていく。
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テーマ 指摘内容 ２年度予算への反映等 事業名 府省庁 会計
 元年度

当初予算額

 ２年度
概算要求額

（①）

２年度
当初予算額

（②）

 （②－①）
③

 秋のレビュー
に基づく反映額

（試算）

 元年度
補正予算額

Living History（生きた歴史体感
プログラム）事業

国土交通省 一般会計 35 -                    18 ＋ 18 ▲ 4 -

国際観光旅客税を活用したより
高次元な観光施策の展開のうち
上記事業

国土交通省 一般会計 -
520

の内数
540

の内数
20

の内数
- -

社会資本整備総合交付金のう
ち、公営住宅等整備事業

国土交通省 一般会計
8,713

の内数
10,037
の内数

7,627
の内数

▲2,410
の内数

633の内数

防災・安全交付金のうち、公営住
宅等整備事業

国土交通省 一般会計
13,173
の内数

12,611
の内数

10,388
の内数

▲2,223
の内数

2292の内数

2,787 3,315 2,681 ▲ 634 ▲ 749 1,219合計

※四捨五入の関係上、合計値が一致しない場合がある。

▲ 316その他

●公営住宅の整備については、老朽化に伴う建て替え需要が増加する中、厳しい財政状況を踏
まえ、民間活用の促進を進めるとともに、予防保全の徹底、建設費の適正化等を進める必要が
ある。

具体的には、
●公営住宅におけるＰＦＩ事業・ＰＰＰ事業が公営住宅の整備戸数全体から見ていまだ少ない状
況にあるが、そもそもＰＦＩ事業等の実施検討を行っている自治体が少ないことを踏まえ、自治体
へのノウハウの提供やコスト縮減に関する定量的な導入効果の提示を推進する等により、ＰＦＩ
事業等の実施をより一層促進すべきである。

●既存住宅ストックの有効活用の観点から、住宅セーフティネット法に基づく登録住宅について、
既に供給促進計画を策定している自治体の取組事例を踏まえつつ、供給促進計画の策定を促
し、登録戸数を着実に増やしていくべきである。

●老朽化した公営住宅については、建て替えのみではなく、長寿命化改善等の予防保全の取組
（建物診断に基づく計画的な屋上防水や外壁改修等）を徹底することにより、建て替え需要を可
能な限り抑制・平準化すべきである。

●公営住宅の建設費について、自治体によって大きな差があることを踏まえ、各自治体間での
比較が可能となるよう建設費や取組事例の「見える化」を進めるとともに、補助限度額となる標
準建設費について見直しを行い、その適正化を図るべきである。

●公営住宅におけるＰＦＩ事業・ＰＰＰ事業について、自治体へのノ
ウハウの提供やコスト縮減に関する定量的な導入効果の提示を
推進する等によって、ＰＦＩ事業等の実施をより一層促進する等、
民間活用の促進を進める。

●長寿命化改善等の予防保全の取組（建物診断に基づく計画的
な屋上防水や外壁改修等）を徹底することで、建て替え需要の抑
制・平準化を行う。

●標準建設費の見直しを実施することで、公営住宅の建設費の
適正化を行う。

その他

●国際観光旅客税を充当する事業（以下、「旅客税充当事業」）については、「国際観光旅客税
の使途に関する基本方針等について」（平成２９年１２月２２日観光立国推進閣僚会議決定。平
成３０年１２月２１日一部変更）により、具体的な施策・事業が決定されているところ、併せて、当
該施策は、既存施策の財源の単なる穴埋めにするのではない旨も明確にされている。

●本事業のうち文化資源活用事業費補助金について、全国の国宝や重要文化財、登録文化財
が対象となっているが、旅客税充当事業である以上、訪日外国人旅行者の増加に資することが
明らかな施設に限定して実施するなど、事業の選定に当たっては、選択と集中を徹底すべきで
ある。
また、訪日外国人旅行者の増加の効果に応じて、補助率に差異を設けるなど、費用対効果も考
慮して事業を進めるべきである。

●更に、訪日外国人旅行者の増加により効果的な事業に補助するため、事業実施前後におけ
る、訪日外国人旅行者の増加の効果を検証し、その後の事業選定の参考にすべきである。

●文化資源活用事業費補助金においては、補助対象事業者を以
下の（１）から（３）までの全てを満たすことを採択要件とし、インバ
ウンドに資する地域に限定して事業を選択する。
（１）　観光庁の定める指定市区町村（令和元年度731市町村）で
あることを原則として、さらに近隣の外国人観光客が多く来訪する
施設とのルート設定等の連携が取れていること。
（２）外国人観光客の入れ込み数の目標値及び計測方法を設定
すること。
（３）Wi-Fi、多言語、キャッシュレス対応や洋式トイレ等の受け入
れ環境の整備ができている又は事業年度中に整備する計画があ
ること。
また、上記とあわせて、通常発生する維持修繕を実施するのでは
なく、観光客増加が影響して必要となる修繕費用として支援する
ため、補助上限額を1,000万円以下に設定する。

●さらに、今後の採択に資するため、事業により期待される事業
効果として、訪日外国人旅行者の現状値及び目標値並びに目標
値に対する達成度（見込みを含む）を確認し、効果を検証する。
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